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中長期目標(現行版） 中長期目標(検討案） 中長期計画（現行版） 中長期計画（検討案） 主な評価軸（検討案）
備考（関連する評価指標、モニタリング指標等）

（検討案）

④安全研究の成果が、国際的に高い
水準を達成し、公表されているか

【定性的観点】
・国際水準に照らした安全研究成果の創
出状況（評価指標）
・国内外への成果の発信状況（評価指標）

【定量的観点】
・発表論文数、報告書数、表彰数、招待講
演数等（モニタリング指標）

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構が達成すべき業務運営に関する目標における「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」の評価に関する主な評価軸等について

【定性的観点】
・原子力規制委員会の技術的課題の提示
又は要請等を受けた安全研究の実施状況
(評価指標)
・改良した安全評価手法の規制への活用
等の技術的な貢献状況（評価指標）

【定量的観点】
・実験データや解析コード等の安全研究成
果の原子力規制委員会等への報告(評価
指標)
・貢献した基準類の数(モニタリング指標)
・国際機関や国際協力研究への人的・技
術的貢献（人数・回数）(モニタリング指標)

(1) 原子力安全規制行政への技術的支援及びそ
のための安全研究
原子力安全規制行政を技術的に支援することによ
り、我が国の原子力の研究、開発及び利用の安全
の確保に寄与する。
このため、原子力規制委員会が策定する「原子力
規制委員会における安全研究について」等を踏ま
え、原子力規制委員会からの技術的課題の提示
又は要請等を受けて、原子力の安全の確保に関
する事項（国際約束に基づく保障措置の実施のた
めの規制その他の原子力の平和利用の確保のた
めの規制に関する事項を含む。）について安全研
究を行うとともに、同委員会の規制基準類の整備
等を支援する。
また、同委員会の要請を受け、原子力施設等の事
故・故障の原因の究明等、安全の確保に貢献す
る。

変更なし (1) 原子力安全規制行政への技術的支援及びそ
のための安全研究
原子力安全規制行政への技術的支援のため、「原
子力規制委員会における安全研究について」等で
示された研究分野や時期等に沿って、同委員会か
らの技術的課題の提示又は要請等を受けて、原
子力安全の確保に関する事項（国際約束に基づく
保障措置の実施のための規制その他の原子力の
平和利用の確保のための規制に関する事項も含
む。）について、東京電力福島第一原子力発電所
事故の教訓や最新の技術的知見を踏まえた安全
研究を行うとともに、科学的合理的な規制基準類
の整備及び原子力施設の安全性に関する確認等
に貢献する。
実施に当たっては外部資金の獲得に努める。
また、同委員会の要請を受け、原子力施設等の事
故・故障の原因の究明等、安全の確保に貢献す
る。

1) 安全研究
原子炉システムでの熱水力挙動について、大型格
納容器試験装置（CIGMA）等を目標期間半ばまで
に整備するとともに、これらや大型非定常試験装
置（LSTF）を用いた実験研究によって解析コードを
高度化し、軽水炉のシビアアクシデントを含む事故
の進展や安全対策の有効性等を精度良く評価で
きるようにする。また、通常運転条件から設計基準
事故を超える条件までの燃料挙動に関する知見を
原子炉安全性研究炉（NSRR）及び燃料試験施設
（RFEF）を用いて取得するとともに、燃料挙動解析
コードへの反映を進めその性能を向上し、これら
の条件下における燃料の安全性を評価可能にす
る。さらに、材料試験炉（JMTR）を用いて取得する
データ等に基づいて材料劣化予測評価手法の高
度化を図るとともに、通常運転状態から設計上の
想定を超える事象までの確率論的手法等による構
造健全性評価手法を高度化し、経年化した軽水炉
機器の健全性を評価可能にする。
核燃料サイクル施設の安全評価に資するため、シ
ビアアクシデントの発生可能性及び影響評価並び
に安全対策の有効性に関する実験データを取得
するとともに解析コードの性能を向上し、事象の進
展を精度良く評価できるようにする。燃料デブリを
含む核燃料物質の臨界安全管理に資するため、
様々な核燃料物質の性状を想定した臨界特性
データを、目標期間半ばまでに改造を完了する定
常臨界実験装置（STACY）を擁する燃料サイクル
安全工学研究施設（NUCEF）を用いて実験的・解
析的に取得し、臨界となるシナリオ分析と影響評
価の手法を構築し、臨界リスクを評価可能にする。
東京電力福島第一原子力発電所事故の知見等に
基づいて多様な原子力施設のソースターム評価
手法及び種々の経路を考慮した公衆の被ばくを含
む事故影響評価手法を高度化するとともに、両手
法の連携強化を図り、シビアアクシデント時の合理
的なリスク評価や原子力防災における最適な防護
戦略の立案を可能にする技術基盤を構築する。
放射性廃棄物の安全管理に資するため、東京電
力福島第一原子力発電所事故汚染物を含む廃棄
物等の保管・貯蔵・処分及び原子力施設の廃止措
置に係る安全評価手法を確立し、公衆や作業者へ
の影響を定量化できるようにするとともに、安全機
能が期待される材料の長期的な性能評価モデル

(1) 原子力安全規制行政への技術的支援及びそ
のための安全研究
原子力安全規制行政への技術的支援のため、「原
子力規制委員会における安全研究について」等で
示された研究分野や時期等に沿って、同委員会か
らの技術的課題の提示又は要請等を受けて、原
子力安全の確保に関する事項（国際約束に基づく
保障措置の実施のための規制その他の原子力の
平和利用の確保のための規制に関する事項も含
む。）について、東京電力福島第一原子力発電所
事故の教訓や最新の技術的知見を踏まえた安全
研究を行うとともに、科学的合理的な規制基準類
の整備及び原子力施設の安全性に関する確認等
に貢献する。
実施に当たっては外部資金の獲得に努める。
また、同委員会の要請を受け、原子力施設等の事
故・故障の原因の究明等、安全の確保に貢献す
る。

1) 安全研究
原子炉システムでの熱水力挙動について、大型格
納容器試験装置（CIGMA）等を目標期間半ばまで
に整備するとともに、これらや大型非定常試験装
置（LSTF）を用いた実験研究によって解析コードを
高度化し、軽水炉のシビアアクシデントを含む事故
の進展や安全対策の有効性等を精度良く評価で
きるようにする。また、通常運転条件から設計基準
事故を超える条件までの燃料挙動に関する知見を
原子炉安全性研究炉（NSRR）及び燃料試験施設
（RFEF）を用いて取得するとともに、燃料挙動解析
コードへの反映を進めその性能を向上し、これら
の条件下における燃料の安全性を評価可能にす
る。さらに、中性子照射材を用いて取得するデータ
等に基づいて材料劣化予測評価手法の高度化を
図るとともに、通常運転状態から設計上の想定を
超える事象までの確率論的手法等による構造健
全性評価手法を高度化し、経年化した軽水炉機器
の健全性を評価可能にする。
核燃料サイクル施設の安全評価に資するため、シ
ビアアクシデントの発生可能性及び影響評価並び
に安全対策の有効性に関する実験データを取得
するとともに解析コードの性能を向上し、事象の進
展を精度良く評価できるようにする。燃料デブリを
含む核燃料物質の臨界安全管理に資するため、
様々な核燃料物質の性状を想定した臨界特性
データを、目標期間半ばまでに改造を完了する定
常臨界実験装置（STACY）を擁する燃料サイクル
安全工学研究施設（NUCEF）を用いて実験的・解
析的に取得し、臨界となるシナリオ分析と影響評
価の手法を構築し、臨界リスクを評価可能にする。
東京電力福島第一原子力発電所事故の知見等に
基づいて多様な原子力施設のソースターム評価
手法及び種々の経路を考慮した公衆の被ばくを含
む事故影響評価手法を高度化するとともに、両手
法の連携強化を図り、シビアアクシデント時の合理
的なリスク評価や原子力防災における最適な防護
戦略の立案を可能にする技術基盤を構築する。
放射性廃棄物の安全管理に資するため、東京電
力福島第一原子力発電所事故汚染物を含む廃棄
物等の保管・貯蔵・処分及び原子力施設の廃止措
置に係る安全評価手法を確立し、公衆や作業者へ
の影響を定量化できるようにするとともに、安全機
能が期待される材料の長期的な性能評価モデル

⑤技術的支援及びそのための安全研
究が規制に関する国内外のニーズや
要請に適合し、原子力の安全の確保
に貢献しているか
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2) 関係行政機関等への協力
規制基準類に関し、科学的データの提供等を行
い、整備等に貢献する。また、原子力施設等の事
故・故障の原因究明のための調査等に関して、規
制行政機関等からの具体的な要請に応じ、人的・
技術的支援を行う。さらに、規制活動や研究活動
に資するよう、事故・故障に関する情報をはじめと
する規制情報の収集・分析を行う。

2) 関係行政機関等への協力
規制基準類に関し、科学的データの提供等を行
い、整備等に貢献する。また、原子力施設等の事
故・故障の原因究明のための調査等に関して、規
制行政機関等からの具体的な要請に応じ、人的・
技術的支援を行う。さらに、規制活動や研究活動
に資するよう、事故・故障に関する情報をはじめと
する規制情報の収集・分析を行う。

を構築し、安全評価コードにおいて利用可能にす
る。
また、原子力規制委員会の要請を受け、保障措置
に必要な微量環境試料の分析技術に関する研究
を実施する。
さらに、東京電力福島第一原子力発電所事故の
教訓を踏まえ、原子力施設に脅威をもたらす可能
性のある外部事象を俯瞰し、リスク評価を行うため
の技術的基盤を強化する。
これらの研究により、原子力安全規制行政への技
術的支援に必要な基盤を確保・維持し、得られた
成果を積極的に発信するとともに技術的な提案を
行うことによって、科学的合理的な規制基準類の
整備、原子力施設の安全性確認等に貢献するとと
もに、原子力の安全性向上及び原子力に対する
信頼性の向上に寄与する。
研究の実施に当たっては、国内外の研究機関等と
の協力研究及び情報交換を行い、規制情報を含
む広範な原子力の安全性に関する最新の技術的
知見を反映させるとともに、外部専門家による評価
を受け、原子力規制委員会の意見も踏まえて、研
究内容を継続的に改善する。また、当該業務の中
立性及び透明性を確保しつつ機構の各部門等の
人員・施設を効果的・効率的に活用し、研究を通じ
て今後の原子力の安全を担う人材の育成に貢献
する。

を構築し、安全評価コードにおいて利用可能にす
る。
また、原子力規制委員会の要請を受け、保障措置
に必要な微量環境試料の分析技術に関する研究
を実施する。
さらに、東京電力福島第一原子力発電所事故の
教訓を踏まえ、原子力施設に脅威をもたらす可能
性のある外部事象を俯瞰し、リスク評価を行うため
の技術的基盤を強化する。
これらの研究により、原子力安全規制行政への技
術的支援に必要な基盤を確保・維持し、得られた
成果を積極的に発信するとともに技術的な提案を
行うことによって、科学的合理的な規制基準類の
整備、原子力施設の安全性確認等に貢献するとと
もに、原子力の安全性向上及び原子力に対する
信頼性の向上に寄与する。
研究の実施に当たっては、国内外の研究機関等と
の協力研究及び情報交換を行い、規制情報を含
む広範な原子力の安全性に関する最新の技術的
知見を反映させるとともに、外部専門家による評価
を受け、原子力規制委員会の意見も踏まえて、研
究内容を継続的に改善する。また、当該業務の中
立性及び透明性を確保しつつ機構の各部門等の
人員・施設を効果的・効率的に活用し、研究を通じ
て今後の原子力の安全を担う人材の育成に貢献
する。
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(4) 原子力人材の育成と供用施設の利用促進
エネルギー基本計画等を踏まえ、幅広い分野の人
材を対象として、原子力分野における課題解決能
力の高い研究者・技術者の研究開発現場での育
成、産業界、大学、官庁等のニーズに対応した人
材の研修による育成、国内外で活躍できる人材の
育成、及び関係行政機関からの要請等に基づい
た原子力人材の育成を行う。
また、機構が保有する、民間や大学等では整備が
困難な試験研究炉や放射性物質の取扱施設等の
基盤施設について、利用者のニーズも踏まえ、計
画的かつ適切に維持・管理し、国内外の幅広い分
野の多数の外部利用者に適切な対価を得て利用
に供する。特に、震災後停止しているJRR-3や材
料試験炉（JMTR）等の施設については新規制基
準への適合性確認を受けて速やかに再稼働を果
たす。
これらの取組により、高いレベルの原子力技術・人
材を維持・発展させるとともに原子力の研究開発
の基盤を支える。

 (4) 原子力人材の育成と供用施設の利用促進
エネルギー基本計画等を踏まえ、幅広い分野の人
材を対象として、原子力分野における課題解決能
力の高い研究者・技術者の研究開発現場での育
成、産業界、大学、官庁等のニーズに対応した人
材の研修による育成、国内外で活躍できる人材の
育成、及び関係行政機関からの要請等に基づい
た原子力人材の育成を行う。
また、機構が保有する、民間や大学等では整備が
困難な試験研究炉や放射性物質の取扱施設等の
基盤施設について、利用者のニーズも踏まえ、計
画的かつ適切に維持・管理し、国内外の幅広い分
野の多数の外部利用者に適切な対価を得て利用
に供する。特に、震災後停止している JRR-3 等の
施設については新規制基準への適合性確認を受
けて速やかに再稼働を果たす。
これらの取組により、高いレベルの原子力技術・人
材を維持・発展させるとともに原子力の研究開発
の基盤を支える。

(4) 原子力人材の育成と供用施設の利用促進
機構が有する原子力の基礎基盤を最大限に活か
し、我が国の原子力分野における課題解決能力
の高い研究者・技術者の研究開発現場での育成、
国内産業界、大学、官庁等のニーズに対応した人
材の研修による育成、国内外で活躍できる人材の
育成、及び関係行政機関からの要請等に基づい
た原子力人材の育成を行う。
原子力人材の育成と科学技術分野における研究
開発成果の創出に資するために、民間や大学等
では整備が困難な試験研究炉や放射性物質の取
扱施設については、機構において施設の安定的な
運転及び性能の維持・強化を図り、国内外の幅広
い分野の多数の外部利用者に適切な対価を得て
利用に供する。特に、震災後停止している施設に
ついては新規制基準への適合性確認を受けて速
やかに再稼働を果たし、原子力分野のみならず、
材料や医療分野等のイノベーションの創出、学術
研究等に貢献する。

1) 研究開発人材の確保と育成
機構が有する特徴ある施設や研究活動の場を活
用した人材育成プログラムの強化に取り組み、国
の政策に沿った原子力開発プロジェクトや原子力
産業を支える様々な基盤分野の研究開発人材を
育成する。また、人材育成に当たっては、広い視
野で独創性や創造性に富んだ研究に取り組める
人材を養成するための育成システムを整備する。

2) 原子力人材の育成
我が国における原子力人材育成のため、東京電
力福島第一原子力発電所事故への対応など、国
内産業界、大学、官庁等のニーズに対応した研修
等の更なる充実とともに、機構が有する特徴ある
施設等を活用し、大学連携ネットワークをはじめと
した大学等との連携協力を強化推進する。さらに
関係行政機関からの要請等に基づき、アジアを中
心とした原子力人材育成を推進し、国際協力の強
化に貢献する。国内外関係機関と連携協力し、原
子力人材育成情報の収集、分析、発信等の原子
力人材育成ネットワーク活動を推進する。これら事
業に着実に取り組むことにより、国内外の原子力
分野の人材育成に貢献する。

3) 供用施設の利用促進
国内外の産業界、大学等外部機関への供用施設
の利用促進を図ることで原子力人材の育成と研究
開発成果の創出に貢献する。
施設等の供用に当たっては、利用課題の審査・採
択等に外部専門家による意見・助言を取り入れ
て、施設利用に係る透明性と公平性を確保する。
また、大学及び産業界からの利用ニーズを把握す
ることで、幅広い外部の利用を進める。
また、利用者に対し、安全・保安に関する教育、運
転支援等を行うなど、利用者支援体制を充実させ
る。

変更なし ⑧原子力分野の人材育成と供用施設
の利用促進を適切に実施しているか、
研究環境整備への取組が行われてい
るか、我が国の原子力の基盤強化に
貢献しているか

【定性的観点】
・研究開発人材育成プログラム実施状況
（評価指標）
・人材育成ネットワークの活動状況（評価
指標）
・試験研究炉の運転再開に向けた取組状
況（評価指標）

【定量的観点】
・国内外研修受講者アンケートによる研修
内容の評価（評価指標）
・供用施設数、利用件数、採択課題数、利
用人数（評価指標）
・利用者への安全・保安教育実施件数（評
価指標）
・海外ポスドクを含む学生等の受入数、研
修等受講者数（モニタリング指標）
・施設供用による発表論文数（モニタリング
指標）
・施設供用特許などの知財（モニタリング
指標）
・利用希望者からの相談への対応件数（モ
ニタリング指標）
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中長期目標(現行版） 中長期目標(検討案） 中長期計画（現行版） 中長期計画（検討案） 主な評価軸（検討案）
備考（関連する評価指標、モニタリング指標等）

（検討案）

①運転管理体制の強化等安全を最優
先とした取組を行っているか

【定性的観点】
・人的災害、事故・トラブル等の未然防止
の取組状況（評価指標）
・品質保証活動、安全文化醸成活動、法
令等の遵守活動等の実施状況（評価指
標）
・トラブル発生時の復旧までの対応状況
（評価指標）
・運転・保守管理技術の蓄積及び伝承状
況（モニタリング指標）

【定量的観点】
・人的災害、事故・トラブル等発生件数（モ
ニタリング指標）
・保安検査等における指摘件数（モニタリ
ング指標）

②人材育成のための取組が十分であ
るか

【定性的観点】
・「もんじゅ」等での技術伝承、運転・保守
管理技術の高度化等に係る人材育成の
取組状況（評価指標）

 ③運転再開に向けた取組・成果が適
 切であったか
③廃止措置に向けた取組・成果が適
切であったか

 【定性的観点】
 ・新規制基準への対応など性能試験再開
 に向けた取組状況（評価指標）
 ・燃料供給への取組状況（評価指標）
 ・再稼働までの工程等の明確化（評価指
 標）
 ・情報発信状況（評価指標）
 ・国際的な研究拠点構築への取組（評価
 指標）
 ・性能試験の進捗状況（モニタリング指標）
・廃止措置に向けた取組の状況（評価指
標）

 【定量的観点】
 ・性能試験再開時期（評価指標）

 ④再稼働後の成果・取組が「もんじゅ
 研究計画」に基づいて適切に創出・実
 施されているか

 【定性的観点】
 ・「もんじゅ研究計画」の進捗状況及び成
 果の創出状況（評価指標）

(1)「もんじゅ」の研究開発
エネルギー基本計画及び「もんじゅ研究計画」（平
成25年9月 文部科学省科学技術・学術審議会研
究計画・評価分科会原子力科学技術委員会もん
じゅ研究計画作業部会。以下「もんじゅ研究計画」
という。）等に基づき、「もんじゅ」を廃棄物の減容
化・有害度低減や核不拡散関連技術等の向上の
ための国際的な研究拠点と位置付け、もんじゅ研
究計画に示された高速炉技術開発の成果を取り
まとめるため、運転再開までの維持管理経費の削
減に努めつつ可能な限り早期の運転再開に向け
た課題別の具体的な工程表を策定し、安全の確
保を最優先とした上で運転再開を目指す。具体的
には、原子力規制委員会から受けた保安措置命
令への対応、敷地内破砕帯調査に係る確認、新
規制基準への対応に適切に取り組み、新規制基
準への適合性確認及び原子炉設置変更許可等を
受けた後は速やかに運転を再開し、研究開発を進
める。
その際、もんじゅ研究計画に示された方針に基づ
き、個々の研究開発の実施方法、成果内容・時
期、活用方法等を具体的かつ明確に示し、年限を
区切った目標を掲げ、研究開発を進めて成果を創
出する。また、研究開発の進捗状況、国際的な高
速炉に関する研究開発の動向、社会情勢の変化
等に応じて必要な評価を受け、研究開発の重点
化・中止等不断の見直しを行う。さらに、プラントの
安全性及び運転・保守管理技術の高度化に取り
組み、目標期間半ばまでに外部専門家による中間
評価を受け、今後の計画に反映させる。
また、「もんじゅ」については、運転再開に向けて国
民の理解を得ることが必要不可欠であり、運転再
開までの工程等の上記の取組や、安全性につい
ての合理的な根拠について、国民に対して分かり
やすい形で公表していく。

(1)「もんじゅ」廃止措置に向けた取組
廃止措置に関する基本的な計画を平成29年4月を
目途に策定し、国内外の英知を結集できるよう、廃
止措置における体制を整備する。廃止措置に関す
る基本的な計画の策定から、約5年半で燃料の炉
心から燃料池（水プール）までの取り出し作業を、
安全確保の下、終了することを目指し、必要な取
組を進める。また、今後の取組を進めるにあたって
は、原子力規制委員会の規制の下、安全確保を
第一とし、地元をはじめとした国民の理解が得られ
るよう取り組む。

(1) 「もんじゅ」の研究開発
「もんじゅ」については、廃棄物の減容・有害度の
低減や核不拡散関連技術等の向上のための国際
的な研究拠点と位置付け、新規制基準への対応
など克服しなければならない課題に対する取組を
重点的に推進し、「もんじゅ研究計画」（平成25年9
月文部科学省科学技術・学術審議会研究計画・評
価分科会原子力科学技術委員会もんじゅ研究計
画作業部会。以下、「もんじゅ研究計画」という。）
に示された研究の成果を取りまとめることを目指
す。
このため、運転再開までの維持管理経費の削減
に努めつつ可能な限り早期の性能試験再開に向
けた課題別の具体的な工程表を策定し、安全の確
保を最優先とした上で運転再開を果たす。具体的
には、原子力規制委員会から受けた保安措置命
令への対応、敷地内破砕帯調査に係る確認、新
規制基準への対応に適切に取り組み、新規制基
準への適合性確認及び原子炉設置変更許可等を
受けた後は運転再開を果たし、性能試験を再開す
る。
性能試験再開後は、もんじゅ研究計画に従い、性
能試験の完遂・成果の取りまとめ及びプルトニウ
ム（Pu）とMAを高速炉で柔軟かつ効果的に利用す
るための国際共同研究の実施に向けた取組を進
める。実施に当たっては、個々の研究開発の実施
方法、成果内容・時期、活用方法等を具体的かつ
明確に示し、年限を区切った目標を掲げ研究開発
等を進め成果を創出する。
これらの取組により、国内唯一の発電設備を有す
るナトリウム冷却高速炉として高速増殖炉の性
能、信頼性及び安全性の実証並びに技術基盤の
確立に資することで、我が国のエネルギーセキュリ
ティ確保や放射性廃棄物の長期的なリスク低減に
貢献する。

(1)「もんじゅ」廃止措置に向けた取組
安全かつ着実な廃止措置の実施に向け以下の取
組を行う。
① 廃止措置に関する基本的な計画について、平
成29年4月を目途に策定し、国内外の英知を結集
できるよう、廃止措置における体制を整備するとと
もに、その後速やかに廃止措置計画を申請する。
② 廃止措置に関する基本的な計画の策定から約
5年半で燃料の炉心から燃料池（水プール）までの
取り出し作業を、安全確保の下、終了することを目
指し、必要な取組を進める。
③ 今後の取組を進めるにあたっては、安全確保を
第一とし、地元をはじめとした国民の理解が得られ
るよう取り組む。

5．高速炉の研究開発
エネルギー基本計画等において、高速炉は、従来
のウラン資源の有効利用のみならず、放射性廃棄
物の減容化・有害度低減や核不拡散関連技術等
新たな役割が求められているところであり、「もん
じゅ」の研究開発や高速炉の実証技術の確立に向
けた研究開発の推進により、我が国の有するこれ
らの諸課題の解決及び将来のエネルギー政策の
多様化に貢献する。

5．高速炉の研究開発
エネルギー基本計画、「高速炉開発の方針」（平成
28年12月原子力関係閣僚会議決定。）等におい
て、高速炉は、従来のウラン資源の有効利用のみ
ならず、放射性廃棄物の減容化・有害度低減や核
不拡散関連技術等新たな役割が求められていると
ころであり、高速炉の実証技術の確立に向けたに
向けた研究開発の推進により、我が国の有するこ
れらの諸課題の解決及び将来のエネルギー政策
の多様化に貢献する。また、「もんじゅ」について
は、「「もんじゅ」の取扱いに関する政府方針」（平
成28年12月原子力関係閣僚会議決定。以下「もん
じゅ方針」という。)に基づき、安全かつ着実な廃止
措置の実施への対応を進める。

5．高速炉の研究開発
エネルギー基本計画等においては、高速炉は従
来のウラン資源の有効利用のみならず、高レベル
放射性廃棄物の減容化・有害度低減や核不拡散
関連技術向上等の新たな役割を期待されている。
このため、安全最優先で、国際協力を進めつつ、
高速増殖原型炉「もんじゅ」の研究開発及び高速
炉の実証技術の確立に向けた研究開発を実施
し、今後の我が国のエネルギー政策の策定と実現
に貢献する。

5．高速炉の研究開発
エネルギー基本計画、「高速炉開発の方針」（平成
28年12月原子力関係閣僚会議決定。）等において
は、高速炉は従来のウラン資源の有効利用のみ
ならず、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度
低減や核不拡散関連技術向上等の新たな役割を
期待されている。このため、安全最優先で、国際
協力を進めつつ、高速炉の実証技術の確立に向
けた研究開発を実施し、今後の我が国のエネル
ギー政策の策定と実現に貢献する。また、「もん
じゅ」については、「「もんじゅ」の取扱いに関する
政府方針」（平成28年12月原子力関係閣僚会議決
定。以下もんじゅ方針という。）に基づき、安全かつ
着実な廃止措置の実施への対応を進める。
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中長期目標(現行版） 中長期目標(検討案） 中長期計画（現行版） 中長期計画（検討案） 主な評価軸（検討案）
備考（関連する評価指標、モニタリング指標等）

（検討案）

なお、「もんじゅ」における研究開発を進めるに当
たっては、それぞれの役職員が担当する業務につ
いて責任を持って取り組み、安全を最優先とした
運転管理となるよう体制の見直しを進めるととも
に、現場の職員の安全意識の徹底、業務上の問
題点の改善等を行うことができるよう、現場レベル
での改善を推進する手法の定着を図り、継続的に
運用する。また、事故情報の収集及びその原因等
の分析結果等を踏まえ、平時及び事故発生時等
におけるマニュアルを改善するなど、現場レベルで
の取組を継続的に推進する。

なお、国のエネルギー政策、研究開発の進捗状
況、国際的な高速炉に関する研究開発の動向、社
会情勢の変化等に応じて、研究開発の重点化・中
止等不断の見直しを行う。
「もんじゅ」の運転に必要な混合酸化物（MOX）燃
料製造については、新規制基準に適合するための
対策工事を実施し、「もんじゅ」の運転計画に沿っ
た燃料供給を行う。
また、「もんじゅ」については、性能試験再開に向
けて国民の理解を得ることが不可欠であり、性能
試験再開までの工程、研究開発の意義や取組、
安全性についての合理的な根拠等についても、国
民に対して分かりやすい形で公表していく。
なお、「もんじゅ」の研究開発を進めるに当たって
は、プロジェクトの進捗に応じて最適な体制となる
ように見直し、現場の職員の安全意識の徹底、業
務上の問題点の改善等を行うことができるよう、現
場レベルでの改善を推進する手法の定着を図り、
継続的に運用する。また、事故情報の収集、その
原因等の分析結果等を踏まえ、平時や事故発生
時等におけるマニュアルを改善するなど、現場レ
ベルでの取組を継続的に推進する。
プラントの安全性及び運転・保守管理技術の高度
化のため、以下の取組を継続的に進める。これら
の取組は目標期間半ばまでに外部専門家による
中間評価を受け、今後の計画に反映させる。
・新規制基準への対応等を通じて得られた安全性
向上策について取りまとめ、ナトリウム冷却高速炉
の特性を考慮した安全性確保のための技術体系
を強化する。
・運転保守経験を通じて得られた知見を蓄積する
とともに、必要に応じて保安規定、運転手順書、保
全計画等へ継続的に反映し、高速増殖炉の運転・
保守管理技術体系の構築を進める。
・「もんじゅ」を中心とした国際的に特色ある高速増
殖炉の研究開発拠点の形成に向けて、ナトリウム
工学研究施設を利用した「もんじゅ」の安全・安定
運転の更なる向上のためのナトリウム取扱試験を
行う。
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中長期目標(現行版） 中長期目標(検討案） 中長期計画（現行版） 中長期計画（検討案） 主な評価軸（検討案）
備考（関連する評価指標、モニタリング指標等）

（検討案）

 ⑤④仏国ASTRID計画等の国際プロ
ジェクトへの参画を通じ得られた成果・
取組は高速炉の実証技術の確立に貢
献するものか。

 ⑥⑤高速炉研究開発の成果の最大化
に繋がる国際的な戦略の立案を通じ、
政府における政策立案等に必要な貢
献をしたか。

【定量的観点】
・国際会議への戦略的関与の件数（モニタ
リング指標）

【定性的観点】
・国際交渉力のある人材の確保・育成、効
果的・効率的な資源配分の状況（評価指
標）
・「常陽」の運転再開に向けた取組状況
（評価指標）
・「常陽」を用いた照射試験の実施状況（評
価指標）
・日仏ASTRID協力の実施状況（評価指
標）
　-　仏国ASTRID炉設計への我が国戦略
の反映に係る状況
　-　設計及び高速炉技術の研究開発の
進捗や、日仏ASTRID協力の成果の我が
国の実証研究開発における活用状況
・ＡｔｈｅNa等を活用したシビアアクシデント
時の除熱システムの確立や炉心損傷時の
挙動分析に必要な試験の進捗状況（評価
指標）
・第４世代原子力システムに関する国際
フォーラムを活用した高速炉の安全設計
基準の国際標準化の主導の状況（評価指
標）
・放射性廃棄物の減容化や有害度低減と
いった高速炉研究開発の意義を国民に分
かりやすく説明するために必要な資料作
成や情報発信の実施状況（モニタリング指
標）
・過去の経緯に引きずられずに最新の国
際動向等を踏まえて、効果的かつ臨機応
変に高速炉研究開発を進められているか
どうかの状況（モニタリング指標）

【定性的観点】
・高速炉研究開発の国際動向の恒常的な
把握の状況（モニタリング指標）
・「常陽」、「もんじゅ」、「AtheNa」等の機構
が有する設備についての利用計画の構築
状況（評価指標）
・これまでの研究成果や蓄積された技術
の戦略立案への反映状況（モニタリング指
標）
・我が国として保有すべき枢要技術を獲得
でき、かつ、技術的、経済的、社会的なリ
スクを考慮した、国際協力で合理的に推進
できる戦略立案の状況（評価指標）
・国内外の高速炉研究開発に係るスケ
ジュールを踏まえつつ、適切なタイミングで
の政府等関係者への提案状況や、政府等
関係者との方針合意の状況（評価指標）

(2)高速炉の実証技術の確立に向けた研究開発と
研究開発の成果の最大化を目指した国際的な戦
略立案
高速炉の実証技術の確立に向けて、「もんじゅ」の
研究開発で得られる経験や照射場としての高速実
験炉「常陽」（以下「常陽」という。）等を活用しなが
ら、実証段階にある仏国 ASTRID 炉等の国際プロ
ジェクトへの参画を通じ、高速炉の研究開発を行
う。
これらの研究開発を円滑に進めるため、常陽につ
いては新規制基準への適合性確認を受けて運転
を再開し、照射試験等を実施する。
なお、仏国 ASTRID 炉等の国際プロジェクトへの
参画を通じ、これまでの研究成果や蓄積された技
術を十分に同プロジェクトに反映させることが必要
であり、そのために必要な人材等を活用するととも
に、国際交渉力のある人材を育成する。また、同
時に、同プロジェクトの成果を今後の研究開発に
活かしていく。研究開発成果は目標期間半ばまで
に外部専門家による中間評価を受け、その後の計
画に反映させる。
(1)や上記の研究開発を進める際には、資源の有
効利用や高レベル放射性廃棄物の減容化・有害
度低減等の観点から、技術的、経済的、社会的な
リスクを考えて、安全かつ効率的な高速炉研究開
発の成果を最大化する。このため、高速炉研究開
発の国際動向を踏まえつつ、実証プロセスへの円
滑な移行や効果的・効率的な資源配分、我が国の
高速炉技術・人材の維持・発展を考慮した高速炉
研究開発の国際的な戦略を立案し、政府等関係
者と方針を合意しながら、政策立案等に貢献す
る。
また、高速炉の安全設計基準案の策定方針を平
成 27 年度早期に策定し、第4世代原子力システ
ムに関する国際フォーラム及び日仏ASTRID協力
等の活用により、高速炉の安全設計基準の国際
標準化を主導する。

(2)高速炉の実証技術の確立に向けた研究開発と
研究開発の成果の最大化を目指した国際的な戦
略立案
高速炉の実証技術の確立に向けて、「もんじゅ」の
研究開発で得られる経験や照射場としての高速実
験炉「常陽」（以下「常陽」という。）等を活用しなが
ら、実証段階にある仏国 ASTRID 炉等の国際プロ
ジェクトへの参画を通じ、高速炉の研究開発を行
う。
これらの研究開発を円滑に進めるため、常陽につ
いては新規制基準への適合性確認を受けて運転
を再開し、照射試験等を実施する。
なお、仏国 ASTRID 炉等の国際プロジェクトへの
参画を通じ、これまでの研究成果や蓄積された技
術を十分に同プロジェクトに反映させることが必要
であり、そのために必要な人材等を活用するととも
に、国際交渉力のある人材を育成する。また、同
時に、同プロジェクトの成果を今後の研究開発に
活かしていく。研究開発成果は目標期間半ばまで
に外部専門家による中間評価を受け、その後の計
画に反映させる。
(1)や上記の研究開発を進める際には、資源の有
効利用や高レベル放射性廃棄物の減容化・有害
度低減等の観点から、技術的、経済的、社会的な
リスクを考えて、安全かつ効率的な高速炉研究開
発の成果を最大化する。このため、高速炉研究開
発の国際動向を踏まえつつ、実証プロセスへの円
滑な移行や効果的・効率的な資源配分、我が国の
高速炉技術・人材の維持・発展を考慮した高速炉
研究開発の国際的な戦略を立案し、政府等関係
者と方針を合意しながら、政策立案等に貢献す
る。
また、高速炉の安全設計基準案の策定方針を平
成 27 年度早期に策定し、第4世代原子力システ
ムに関する国際フォーラム及び日仏ASTRID協力
等の活用により、高速炉の安全設計基準の国際
標準化を主導する。

(2) 高速炉の実証技術の確立に向けた研究開発と
研究開発の成果の最大化を目指した国際的な戦
略立案
1) 高速炉の実証技術の確立に向けた研究開発
　高速炉の実証技術の確立に向けて、「もんじゅ」
の研究開発で得られる機器・システム設計技術等
の成果や、燃料・材料の照射場としての高速実験
炉「常陽」（以下「常陽」という。）等を活用しなが
ら、実証段階にある仏国 ASTRID 炉等の国際プロ
ジェクトへの参画を通じ、高速炉の研究開発を行
う。
「常陽」については、新規制基準への適合性確認
を受けて再稼働し、破損耐性に優れた燃料被覆管
材料の照射データ等、燃料性能向上のための
データを取得する。

(2) 高速炉の実証技術の確立に向けた研究開発と
研究開発の成果の最大化を目指した国際的な戦
略立案
1) 高速炉の実証技術の確立に向けた研究開発
　高速炉の実証技術の確立に向けて、「もんじゅ」
の研究開発で得られる機器・システム設計技術等
の成果や、燃料・材料の照射場としての高速実験
炉「常陽」（以下「常陽」という。）等を活用しなが
ら、実証段階にある仏国 ASTRID 炉等の国際プロ
ジェクトへの参画を通じ、高速炉の研究開発を行
う。
「常陽」については、新規制基準への適合性確認
を受けて再稼働し、破損耐性に優れた燃料被覆管
材料の照射データ等、燃料性能向上のための
データを取得する。
混合酸化物（MOX）燃料の供給については、新規
制基準に適合するため、必要な対応を行う。
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中長期目標(現行版） 中長期目標(検討案） 中長期計画（現行版） 中長期計画（検討案） 主な評価軸（検討案）
備考（関連する評価指標、モニタリング指標等）

（検討案）

③再処理技術開発（ガラス固化技術）
の高度化、軽水炉MOX燃料等の再処
理に向けた基盤技術開発、高速炉用
MOX燃料製造技術開発、再処理施設
の廃止措置技術体系の確立に向けた
取組に関し、産業界等のニーズに適合
し、また課題解決につながる成果や取
組が創出・実施されているか

【定性的観点】
・ガラス固化技術開発及び高度化への進
捗状況（評価指標）
・軽水炉MOX燃料等の再処理に向けた基
盤技術開発の進捗状況（評価指標）
・高速炉用MOX燃料製造技術開発成果の
創出状況（評価指標）
・再処理施設の廃止措置技術体系の確立
に向けた取組の進捗状況（評価指標）
・廃止措置計画の策定・申請状況（評価指
標）
・外部への成果発表状況（モニタリング指
標）

【定性的観点】
・核燃料サイクル事業に対する技術支援
状況（評価指標）
・外部への成果発表状況（モニタリング指
標）

④高レベル放射性廃液のガラス固化
の成果を通じて、核燃料サイクル事業
に対し、技術支援を実施しているか

(1) 使用済燃料の再処理、燃料製造に関する技術
開発
再処理技術の高度化や軽水炉MOX燃料等の再処
理に向けた基盤技術の開発に取り組むとともに、
これらの成果を活用して技術支援を行うことで、核
燃料サイクル事業に貢献する。また、高速炉用
MOX燃料の製造プロセスや高速炉用MOX燃料の
再処理を念頭に置いた基盤技術の開発を実施し、
信頼性及び生産性の向上に向けた設計の最適化
を図る上で必要な基盤データ（分離特性、燃料物
性等）を拡充する。これらにより将来の再処理及び
燃料製造技術体系の確立に資することで、我が国
のエネルギーセキュリティ確保に貢献する。
東海再処理施設については、使用済燃料のせん
断や溶解等を行う一部の施設の使用を取りやめ、
その廃止措置に向けた準備として、廃止までの工
程・時期、廃止後の使用済燃料再処理技術の研
究開発体系の再整理、施設の当面の利活用、そ
の後の廃止措置計画等について明確化し、廃止
措置計画の策定等を計画的に進める。また、安全
確保・リスク低減を最優先とし、貯蔵中の使用済燃
料や廃棄物を安全に管理するために新規制基準
を踏まえた安全性向上対策に取り組むとともに、
潜在的な危険の低減を進めるためにPu溶液や高
レベル放射性廃液の固化・安定化処理を平成40
年度に完了すべく、原子力規制委員会からの指示
に基づき提出した東海再処理施設の廃止に向け
た計画、高放射性廃液の貯蔵に係るリスク低減計
画、高放射性廃液のガラス固化処理の短縮計画
を着実に実施する。これらの取組によって、再処理
施設等の廃止措置技術体系確立に貢献する。
これらの実施に当たっては、部門間の連携による
技術的知見の有効活用、将来の核燃料サイクル
技術を支える人材の育成、施設における核燃料物
質のリスク低減等に取り組む。また、技術開発成
果について、目標期間半ばまでに外部専門家によ
る中間評価を受け、今後の計画に反映させる。

(1) 使用済燃料の再処理、燃料製造に関する技術
開発
再処理技術の高度化や軽水炉MOX燃料等の再処
理に向けた基盤技術の開発に取り組むとともに、
これらの成果を活用して技術支援を行うことで、核
燃料サイクル事業に貢献する。また、高速炉用
MOX燃料の製造プロセスや高速炉用MOX燃料の
再処理を念頭に置いた基盤技術の開発を実施し、
信頼性及び生産性の向上に向けた設計の最適化
を図る上で必要な基盤データ（分離特性、燃料物
性等）を拡充する。これらにより将来の再処理及び
燃料製造技術体系の確立に資することで、我が国
のエネルギーセキュリティ確保に貢献する。
東海再処理施設については、使用済燃料のせん
断や溶解等を行う一部の施設の使用を取りやめ、
その廃止措置に向けた準備として、廃止までの工
程・時期、廃止後の使用済燃料再処理技術の研
究開発体系の再整理、施設の当面の利活用、そ
の後の廃止措置計画等について明確化し、廃止
措置計画の策定等を計画的に進める。また、貯蔵
中の使用済燃料や廃棄物を安全に管理するため
に新規制基準対応に取り組むとともに、潜在的な
危険の低減を進めるためにPu溶液や高レベル放
射性廃液の固化・安定化処理を確実に進める。こ
れらの取組によって、再処理施設等の廃止措置技
術体系確立に貢献する。
これらの実施に当たっては、部門間の連携による
技術的知見の有効活用、将来の核燃料サイクル
技術を支える人材の育成、施設における核燃料物
質のリスク低減等に取り組む。また、技術開発成
果について、目標期間半ばまでに外部専門家によ
る中間評価を受け、今後の計画に反映させる。

(1) 使用済燃料の再処理、燃料製造に関する技術
開発
エネルギー基本計画等に基づき、以下の研究開
発を推進する。
再処理技術の高度化及び軽水炉MOX燃料等の再
処理に向けた基盤技術の開発に取り組むととも
に、これらの成果を基に、核燃料サイクル事業に
対し、技術面から支援をする。
また、高速炉用MOX燃料の製造プロセスや高速
炉用MOX燃料の再処理を念頭に置いた基盤技術
の開発を実施することで、将来的なMOX燃料製造
技術及び再処理技術の確立に向けて、有望性の
判断に資する成果を得る。
さらに、東海再処理施設については、使用済燃料
のせん断や溶解等を行う一部の施設の使用を取
りやめ、廃止措置計画を申請する方向で、廃止ま
での工程・時期、廃止後の使用済燃料再処理技術
の研究開発体系の再整理、施設の当面の利活
用、その後の廃止措置計画等について明確化し、
将来想定される再処理施設等の廃止措置に係る
技術体系の確立に貢献する。
また、安全確保・リスク低減を最優先とし、貯蔵中
の使用済燃料や廃棄物を安全に管理するために
新規制基準を踏まえた安全性向上対策に適切に
取り組むとともに、潜在的な危険の原因の低減を
進めるためにプルトニウム溶液や高レベル放射性
廃液の固化・安定化処理を平成40年度に完了す
べく、原子力規制委員会からの指示に基づき提出
した東海再処理施設の廃止に向けた計画等を着
実に実施する。
技術開発成果は目標期間半ばまでに外部専門家
による中間評価を受け、その後の計画に反映させ
る。

(1) 使用済燃料の再処理、燃料製造に関する技術
開発
エネルギー基本計画等に基づき、以下の研究開
発を推進する。
再処理技術の高度化及び軽水炉MOX燃料等の再
処理に向けた基盤技術の開発に取り組むととも
に、これらの成果を基に、核燃料サイクル事業に
対し、技術面から支援をする。
また、高速炉用MOX燃料の製造プロセスや高速
炉用MOX燃料の再処理を念頭に置いた基盤技術
の開発を実施することで、将来的なMOX燃料製造
技術及び再処理技術の確立に向けて、有望性の
判断に資する成果を得る。
さらに、東海再処理施設については、使用済燃料
のせん断や溶解等を行う一部の施設の使用を取
りやめ、廃止措置計画を申請する方向で、廃止ま
での工程・時期、廃止後の使用済燃料再処理技術
の研究開発体系の再整理、施設の当面の利活
用、その後の廃止措置計画等について明確化し、
将来想定される再処理施設等の廃止措置に係る
技術体系の確立に貢献する。
また、貯蔵中の使用済燃料や廃棄物を安全に管
理するために新規制基準への対応に適切に取り
組むとともに、潜在的な危険の原因の低減を進め
るためにプルトニウム溶液や高レベル放射性廃液
の固化・安定化処理を計画に沿って進める。

技術開発成果は目標期間半ばまでに外部専門家
による中間評価を受け、その後の計画に反映させ
る。
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中長期目標(現行版） 中長期目標(検討案） 中長期計画（現行版） 中長期計画（検討案） 主な評価軸（検討案）
備考（関連する評価指標、モニタリング指標等）

（検討案）

【定性的観点】
・高レベル放射性廃液のガラス固化及び
プルトニウム溶液のMOX粉末化による固
化・安定化の実施状況（評価指標）
 ・新規制基準対応の実施状況（評価指標）
・新規制基準を踏まえた安全性向上対策
の実施状況（評価指標）
・RETFの利活用に向けた取組の実施状況
（評価指標）
・LWTFの整備状況（評価指標）

【定量的観点】
・高レベル放射性廃液の処理割合（評価
指標）
 ・高レベル放射性廃液のガラス固化処理
 本数（モニタリング指標）
・プルトニウム溶液の貯蔵量（モニタリング
指標）

1) 再処理技術開発
再処理技術の高度化として、ガラス固化技術の更
なる高度化を図るため、白金族元素の挙動等に係
るデータ取得・評価、及びガラス固化技術開発施
設（TVF）の新型溶融炉の設計・開発を進め、高レ
ベル放射性廃液のガラス固化の早期完了に資す
るとともに、軽水炉用MOX燃料等の再処理に向け
た基盤技術開発に取り組み、これらの成果を基
に、核燃料サイクル事業に対し、技術支援を行う。
また、高速炉用MOX燃料の再処理のための要素
技術開発及びプラント概念の検討を進め、将来的
な再処理技術の確立に向けて、有望性の判断に
資する成果を得る。

2) MOX燃料製造技術開発
高速炉用MOX燃料のペレット製造プロセスの高度
化のための技術開発を実施するとともに、簡素化
ペレット法に係る要素技術の開発を実施する。ま
た、MOX燃料製造に伴い発生するスクラップを原
料として再利用するための乾式リサイクル技術の
開発を実施する。さらに、これらの開発を通じて、
自動化した燃料製造設備の信頼性及び保守性の
向上を図り、MOX燃料製造プラントの遠隔自動化
の検討に資するデータを取得する。

3) 東海再処理施設
東海再処理施設については、新規制基準対応の
取組を進め、貯蔵中の使用済燃料及び廃棄物の
管理並びに施設の高経年化を踏まえた対応を継
続するとともに、以下の取組を進める。
安全確保を最優先に、Pu溶液のMOX粉末化によ
る固化・安定化を早期に完了させるとともに、施設
整備を計画的に行い、高レベル放射性廃液のガラ
ス固化を確実に進める。また、高レベル放射性廃
棄物の管理については、ガラス固化体の保管方策
等の検討を進め、適切な対策を講じる。リサイクル
機器試験施設（RETF）については、ガラス固化体
を最終処分場に輸送するための容器に詰める施
設としての許認可申請を行うための設計を進め
る。

また、東海再処理施設の廃止措置に向けた準備
を進め、廃止措置計画の認可申請を行い、再処理
施設の廃止措置技術体系の確立に向けた取組に
着手する。高放射性固体廃棄物については、遠隔
取り出しに関する技術開発を進め、適切な貯蔵管
理に資する。低放射性廃棄物処理技術開発施設
（LWTF）については、セメント固化設備及び硝酸根
分解設備の施設整備を着実に進めるとともに、焼
却設備の改良工事を進め、目標期間内に運転を
開始する。

1) 再処理技術開発
再処理技術の高度化として、ガラス固化技術の更
なる高度化を図るため、白金族元素の挙動等に係
るデータ取得・評価、及びガラス固化技術開発施
設（TVF）の新型溶融炉の設計・開発を進め、高レ
ベル放射性廃液のガラス固化の早期完了に資す
るとともに、軽水炉用MOX燃料等の再処理に向け
た基盤技術開発に取り組み、これらの成果を基
に、核燃料サイクル事業に対し、技術支援を行う。
また、高速炉用MOX燃料の再処理のための要素
技術開発及びプラント概念の検討を進め、将来的
な再処理技術の確立に向けて、有望性の判断に
資する成果を得る。

2) MOX燃料製造技術開発
高速炉用MOX燃料のペレット製造プロセスの高度
化のための技術開発を実施するとともに、簡素化
ペレット法に係る要素技術の開発を実施する。ま
た、MOX燃料製造に伴い発生するスクラップを原
料として再利用するための乾式リサイクル技術の
開発を実施する。さらに、これらの開発を通じて、
自動化した燃料製造設備の信頼性及び保守性の
向上を図り、MOX燃料製造プラントの遠隔自動化
の検討に資するデータを取得する。

3) 東海再処理施設
東海再処理施設については、新規制基準を踏まえ
た安全性向上対策の取組を進め、貯蔵中の使用
済燃料及び廃棄物の管理並びに施設の高経年化
を踏まえた対応を継続するとともに、以下の取組を
進める。
安全確保・リスク低減を最優先に、Pu溶液のMOX
粉末化による固化・安定化を早期に完了させると
ともに、施設整備を計画的に行い、高レベル放射
性廃液のガラス固化を平成40年度に完了すべく、
目標期間内に高レベル放射性廃液の約4割の処
理を目指し必要な取り組みを進め、原子力規制委
員会からの指示に基づき提出した東海再処理施
設の廃止に向けた計画、高放射性廃液の貯蔵に
係るリスク低減計画、高放射性廃液のガラス固化
処理の短縮計画を確実に進める。また、高レベル
放射性廃棄物の管理については、ガラス固化体の
保管方策等の検討を進め、適切な対策を講じる。
また、東海再処理施設の廃止措置に向けた準備
を進め、平成29年度上期に廃止措置計画の認可
申請を行い、再処理施設の廃止措置技術体系の
確立に向けた取組に着手する。高放射性固体廃
棄物については、遠隔取り出しに関する技術開発
を進め、適切な貯蔵管理に資する。低放射性廃棄
物処理技術開発施設（LWTF）については、セメント
固化設備及び硝酸根分解設備の施設整備を着実
に進めるとともに、焼却設備の改良工事を進め、
目標期間内に運転を開始する。
リサイクル機器試験施設（RETF）については、施
設の利活用方策を検討する。

⑤貯蔵中の使用済燃料や廃棄物を安
全に管理するためにプルトニウム溶液
や高レベル放射性廃液の固化・安定
化処理を計画に沿って進めているか
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